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第１条（目的） 

当法人の理事会に関する事項については、 法令または定款に定めるもののほか本規程の定めると

ころによる。 

 

第２条（開催） 

定例理事会は原則として３ヶ月に１回開催し、臨時理事会は必要に応じ随時開催する。 

 

第３条（開催場所および開催方法） 

１．理事会は当法人事務所において開催する。ただし、適宜開催場所を変更することができる。 

２．理事会は、TV会議および電話会議その他法令により許容される方法で開催することができる。 

 

第４条（招集権者および議長） 

代表理事は理事会を招集し、議長となる。ただし、理事及び監事の全員の同意がある場合には、

その招集手続を省略することができる。 

 

第５条（招集の請求） 

１．理事は、会議の目的事項および理由を付した書面を前条に定める招集権者に提出して、理事会

の招集を請求することができる。 

２．監事は、必要があると認められるときには、代表理事に対し、理事会の招集を請求することが

できる。 

 

第６条（招集通知） 

理事会の招集の通知は、会日の５日前までに各理事および監事に対し発するものとする。ただ

し、緊急を要するときはこの期間を短縮することができる。 

 

第７条（決議事項） 

次の事項は理事会の決議を経なければならない。 

1. 法人の経営方針に関する事項 

(ア) ミッション・ビジョンの決定 

(イ) 経営理念の制定 

2. 法人の経営計画に関する事項 

(ア) 事業計画の決定 

(イ) 年度予算の決定 

3. 社員総会に関する事項 

(ア) 社員総会の招集 

(イ) 社員総会に付議する議題の決定 

4. 計算に関する事項 

(ア) 年度決算計算書類の承認 



5. 理事に関する事項 

(ア) 代表理事、専務理事、常務理事の選定・解職 

6. その他の重要事項 

(ア) 理事会規程、常務理事会規程等重要な規程の制定・改廃・変更 

(イ) 重要な契約の締結・改廃 

(ウ) 重要な資産の投資・売却、債務の履行 

(エ) 重要な業務執行の決定 

7. その他法定事項 

 

第８条（決議方法） 

１．理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行

う。 

２．理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、その事項について議決に加わることができな

い。 

 

第９条（書面による理事会決議） 

理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決

に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、そ

の提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたとき

は、この限りでない。 

 

第10条（議事録） 

理事会の議事はその経過の要領および結果、その他法令に定める事項を議事録に記載または記録

し、出席した理事および監事が記名押印または電磁的な記録をしてこれを当法人に保存する。 

 

第11条（変更） 

法令または定款に反しない限り、本規程の変更は理事会の決議をもって行う。 

 

附則 

１． 本規程は、2019年1月31日より施行する。 

 

 

＜履 歴＞ 

版 数 制定・改正日 内 容 

初 版 2019年1月31日 初版制定 

改訂版 2025年5月30日 一部改訂（法人名称の変更） 

 

以上 

 


